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農
業
委
員
会
の
年
間
業
務
の
一
環
で
あ
る
農

地
パ
ト
ロ
ー
ル
を
10
月
14
日
か
ら
全
町
四
地
区

に
分
か
れ
て
実
施
し
ま
し
た
。

　

今
年
度
は
、
昨
年
に
続
き
贈
与
税
、
不
動
産

取
得
税
の
納
税
猶
予
を
受
け
て
い
る
農
地
に
つ

い
て
重
点
的
に
全
町
調
査
を
行
い
ま
し
た
。

　

い
ず
れ
の
農
地
も
有
効
に
利
用
さ
れ
て
い
ま

し
た
が
、
一
部
台
風
の
被
害
で
収
穫
で
き
な
い

場
所
も
見
受
け
ら
れ
ま
し
た
。

　

町
内
に
は
、
草
地
に
改
良
し
た
農
地
が
元
の

ヤ
チ
状
態
に
戻
り
収
穫
で
き
な
い
遊
休
農
地
が

あ
り
ま
す
が
、
利
用
が
困
難
な
部
分
は
見
直
し

が
必
要
と
思
わ
れ
ま
す
。

　
『
一
木
一
草
』
と
い
う
こ
と
わ
ざ
が
あ
り
ま

す
が
、
ま
さ
に
そ
の
と
お
り
だ
と
思
い
ま
す
。

水
質
保
全
、
野
鳥
保
護
区
域
に
指
定
し
町
と
し

て
釧
路
湿
原
の
上
流
区
域
を
守
る
事
も
必
要
と

思
わ
れ
ま
す
。

　
　
　
　
　
（
農
業
委
員　
　

笛
木　

眞
一
）

農
地
パ
ト
ロ
ー
ル
を
終
え
て

農地パトロールの様子

　　農業委員会の役割が「農地等の利用の最適化の推進」として強化されます
　全農地に対する担い手が利用する農地面積を現状の５割から８割に拡大することを政府が目標に掲げるなかで、これを達成
するために「農地等の利用の最適化の推進」が農業委員会の義務業務として位置づけられました。
　これまで農業委員会は、農地法等に基づく許認可事務のほかに、農地利用の確保、農地の効率利用の事務についは「行う
ことができる」と定められていましたが、法改正によってこれらの事務は「農地等の利用の最適化の推進」の事務として当然
に行うことが定められました。
　農業委員会は許認可だけでなく、担い手への集積・集約化、耕作放棄地の発生防止・解消、新規参入の促進に積極的に
取り組んでいくべきことが制度的に位置づけられ、農地中間管理機構と積極的に連携していくことが重要となります。

　　農地利用最適化推進委員が設置されます
　農業委員会は農業委員とともに地域で活動する推進委員を委嘱します。ただし、農地の利用の効率化・高度化が政令で定
める基準に該当する場合、委嘱しなくてもよい市町村として国から示され、標茶町は現在委嘱しなくてもよい町となっています。
　将来、推進委員を委嘱する場合は、区域ごとに農業者等から推進委員の候補者の推薦を求め、希望者を募集しその結果を
公表・尊重し委嘱することになります。
　農業委員会の総会、部会は推進委員に対して担当地域における活動の報告をもとめることができ、推進委員も総会、部会
に出席して意見を述べることができます。

　　農業委員の選出方法が変わります
①公選制が廃止 ！ 地域推薦・公募に
　農業委員の選出方法は、公職選挙法に基づくものから標茶町長が議会の同意を得て任命する方法になります。
　（農委法第８条）
　標茶町長は任命に当たって、あらかじめ地域の農業者や農業団体に候補者の推薦を求め、公募も行います。推薦と応募の
結果は公表が義務付けられ、標茶町長はこれを尊重することが求められています。
②認定農業者を過半に。利害関係者以外も登用を
　区域内に認定農業者が少ない場合を除いて、農業委員の過半は認定農業者であることが求められています。
　（認定農業者である本人、認定農業者である法人の構成員）
　利害関係を有しない方を１名以上選出することも必須事項です。
③女性や青年の登用促進を
　農業委員の年齢・性別に著しい偏りが生じないように配慮することが求められています。（農委法第８条第７項）
　このため、女性や青年の積極的な選出が求められています。

○農業委員会等に関する法律が改正され、平成２８年４月１日に施行されましたが、施行日現在在籍している農業委員
　は任期満了まで引き続きその職務を行います。
○現在在任中の農業委員は平成29年７月19日任期満了となっており、平成29年７月２０日から３年間の任期で新
　たな農業委員の活動がスタートします。

平成２８年１２月に法改正に伴う「農業委員定数条例改正」、各規則・要綱の整備。平成２９年３月に推薦・公募の受付。
６月に新農業委員について議会での同意を求める提案を行う予定です。
今後の情報の提供は、町広報・ホームページ等によりご案内いたします。

変わる！変わる！
１

変わる！変わる！
2

変わる！変わる！
3

農業委員会制度農業委員会制度ここが変わります！

平成28年４月１日改正法施行



　

今
年
の
産
業
ま
つ
り
は
、
８
月
に
数
多
く
の

大
型
で
勢
力
が
強
い
台
風
が
来
た
影
響
で
、
例

年
使
用
し
て
い
た
河
川
敷
地
が
使
用
で
き
ず
、

急
遽
開
発
セ
ン
タ
ー
前
に
て
行
わ
れ
ま
し
た
。

敷
地
も
半
分
位
で
し
た
が
、
天
候
に
も
恵
ま
れ

か
な
り
の
参
加
者
が
集
ま
り
ま
し
た
。
定
刻
時

に
始
ま
り
、
爽
や
か
な
天
候
・
気
温
に
も
恵
ま

れ
、
私
達
の
ブ
ー
ス
に
も
標
茶
原
料
の
牛
乳
の

試
飲
に
た
く
さ
ん
の
試
飲
者
が
列
を
な
し
、
美

味
、
美
味
の
連
発
。
町
内
の
販
売
所
又
は
釧
路

で
の
販
売
所
を
聞
か
れ
た
り
、価
格
の
件
、パ
ッ

ケ
ー
ジ
の
ミ
ル
ク
ッ
ク
の
図
柄
の
件
と
我
々
の

知
ら
な
い
事
の
質
問
攻
め
と
な
り
タ
ジ
タ
ジ
。

返
答
出
来
ず
申
し
訳
な
く
、
勉
強
不
足
を
感
じ

ま
し
た
。

　

標
茶
町
・
農
業
の
ク
イ
ズ
挑
戦
も
昨
年
と
同

じ
系
統
で
す
が
難
問
題
が
多
く
、
参
加
者
を
見

て
満
点
が
数
少
な
か
っ
た
様
で
し
た
。
昨
年
も

好
評
を
得
て
景
品
が
最
終
時
間
迄
は
持
た
ず
、

今
年
は
多
め
に
準
備
を
し
ま
し
た
が
、
今
年
も

在
庫
が
お
昼
に
は
無
く
な
り
好
評
の
う
ち
に
終

了
す
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。

　

以
前
私
も
、
産
業
ま
つ
り
の
趣
旨
や
目
的
も

解
ら
ず
、
参
加
す
る
事
も
無
く
過
ご
し
て
い
ま

し
た
が
、今
年
で
３
年
目
の
参
加
と
な
り
、色
々

な
各
店
舗
の
出
店
状
況
が
見
え
て
き
た
様
で

す
。

　

テ
ン
ト
の
中
の
展
示
物
は
一
昨
年
は
標
茶
の

歴
史
を
表
す
古
い
写
真
を
数
多
く
展
示
し
て
い

た
の
が
良
か
っ
た
の
か
、
ご
覧
に
な
る
方
も
多

か
っ
た
の
で
す
が
、
今
年
は
家
族
協
定
の
様

子
・
牛
乳
の
健
康
効
果
の
パ
ネ
ル
展
を
行
い
ま

し
た
。
テ
ン
ト
の
中
で
ご
覧
に
な
る
方
が
少
な

く
興
味
を
ひ
く
内
容
に
は
至
ら
な
か
っ
た
よ
う

に
感
じ
ま
す
。
来
年
は
内
容
を
工
夫
し
て
行
い

た
い
と
感
じ
ま
し
た
。

　

昨
年
は
小
雨
が
パ
ラ
パ
ラ
と
降
る
こ
と
も
あ

り
、テ
ン
ト
の
中
も
狭
く
感
じ
て
い
ま
し
た
が
、

今
年
は
気
持
ち
の
よ
い
天
気
の
た
め
か
広
く
感

じ
ま
し
た
。
テ
ナ
ン
ト
も
増
加
傾
向
で
活
気
が

有
り
、
行
列
を
多
数
見
受
け
ら
れ
完
売
の
ブ
ー

ス
も
数
多
く
有
っ
た
よ
う
で
す
。

　

私
達
の
テ
ン
ト
裏
で
も
以
前
走
っ
て
い
た
Ｓ

Ｌ
（
引
退
後
は
桜
町
保
管
Ｎ
Ｈ
Ｋ
で
朝
の
ド
ラ

マ
で
走
っ
て
た
ス
ズ
ラ
ン
号
）
の
ミ
ニ
Ｓ
Ｌ
が
休

む
暇
な
く
、
子
供
達
を
楽
し
ま
せ
て
い
ま
し
た
。

　

今
回
は
台
風
に
よ
る
災
害
の
影
響
も
あ
り
河

川
敷
地
が
使
用
で
き
ず
、
急
遽
開
発
セ
ン
タ
ー

前
に
変
更
と
な
り
、
出
店
の
皆
さ
ん
・
ご
来
場

さ
れ
た
方
皆
、
窮
屈
な
思
い
を
さ
れ
た
一
日

だ
っ
た
と
思
い
ま
す
。
皆
様
、
大
変
ご
苦
労
様

で
し
た
。

　

次
回
、
来
年
の
産
業
ま
つ
り
は
、
こ
れ
ま
で

の
広
い
河
川
敷
地
で
の
び
の
び
、
広
々
と
し
た

場
所
で
開
催
で
き
る
こ
と
、
そ
し
て
お
楽
し
み

の
企
画
も
考
え
て
お
待
ち
し
て
お
り
ま
す
の

で
、
農
業
委
員
会
一
同
、
再
会
を
楽
し
み
に
し

て
お
り
ま
す
。

　
　
　
　
　
　
（
農
業
委
員　

阿
部　

康
徳
）
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三
年
に
一
度
実
施
さ
れ
て
い
る
道
外
研
修
。

今
回
は
北
陸
地
方
へ
の
研
修
と
な
っ
た
。
10
月

25
日
か
ら
四
日
間
の
日
程
で
あ
る
。

　

羽
田
か
ら
東
京
へ
、
東
京
か
ら
は
開
業
し
て

一
年
余
り
の
北
陸
新
幹
線
で
富
山
入
り
。
三
時

間
弱
で
首
都
圏
と
つ
な
が
る
新
幹
線
。
富
山
・

金
沢
は
一
年
以
上
経
っ
た
今
も
観
光
客
が
増
加

し
た
ま
ま
の
状
態
が
続
き
、
観
光
地
は
う
れ
し

い
悲
鳴
を
あ
げ
て
い
る
と
の
こ
と
で
、
新
幹
線

効
果
は
想
像
以
上
で
あ
ろ
う
か
。
外
国
人
そ
し

て
シ
ル
バ
ー
世
代
の
旅
行
者
の
多
さ
に
は
驚
か

さ
れ
た
。

　

今
回
の
メ
イ
ン
の
研
修
は
、
二
日
目
の
10
月

26
日
、
石
川
県
庁
隣
の
「
い
し
か
わ
農
業
総
合

支
援
機
構
」
で
あ
る
。
荒
井
事
務
局
長
の
説
明

を
受
け
な
が
ら
、
二
時
間
半
余
り
の
研
修
と

な
っ
た
。
三
十
四
年
前
の
１
９
８
２
年
に
、
石

川
県
全
体
で
八
割
の
農
業
者
が
廃
業
し
減
少
す

る
だ
ろ
う
と
の
危
機
感
か
ら
、
総
額
百
四
十
億

円
の
「
い
し
か
わ
農
業
参
入
支
援
フ
ァ
ン
ド
」

が
設
立
さ
れ
、
そ
の
運
用
益
を
活
用
し
様
々
な

支
援
策
が
講
じ
ら
れ
て
い
る
。
ス
タ
ー
ト
当
初

年
間
三
十
名
だ
っ
た
新
規
就
農
者
は
、
現
在
は

法
人
を
含
め
年
間
一
０
０
名
近
く
に
上
っ
て
い

る
と
の
事
で
あ
る
。
こ
れ
は
新
規
就
農
に
向
け

た
サ
ポ
ー
ト
体
制
が
ワ
ン
ス
ト
ッ
プ
型
窓
口
と

し
て
整
っ
て
い
る
こ
と
。
五
十
名
余
り
の
ス

タ
ッ
フ（
県
職
員
が
主
。
普
及
指
導
員
も
連
携
）

が
全
県
を
網
羅
し
た
対
応
に
当
た
っ
て
い
る
。

　

ま
た
、
特
筆
す
べ
き
こ
と
は
他
産
業
と
の
連

携
で
あ
る
。
地
元
、
建
設
機
械
の
コ
マ
ツ
か
ら

始
ま
り
、
ト
ヨ
タ
自
動
車
そ
し
て
ヤ
ン
マ
ー
・

東
レ
と
い
っ
た
他
産
業
の
最
新
の
ノ
ウ
ハ
ウ
を

活
用
し
、
ハ
ー
ド
面
ま
た
ソ
フ
ト
面
で
も
農
業

者
に
技
術
提
供
を
し
て
い
る
点
で
あ
る
。
そ
の

窓
口
と
し
て
の
機
能
も
「
い
し
か
わ
農
業
総
合

支
援
機
構
」
が
担
っ
て
い
た
。
ま
た
農
地
の
集

積
支
援
に
関
し
て
は
、
能
登
半
島
と
い
う
国
指

定
文
化
財
、
世
界
農
業
遺
産
の
指
定
を
受
け
た

地
域
を
抱
え
て
い
る
こ
と
で
、
伝
統
的
な
原
風

景
を
残
し
な
が
ら
、
農
業
を
継
続
す
る
こ
と
に

力
を
注
い
で
い
る
。
通
常
、
農
業
開
発
公
社
が

担
っ
て
い
る
中
間
管
理
事
業
に
つ
い
て
も
、
こ

の
支
援
機
構
が
一
手
に
引
き
受
け
て
い
る
と
の

事
で
あ
る
。

　

石
川
県
と
北
海
道
標
茶
町
と
で
は
当
然
の
こ

と
な
が
ら
一
口
に
農
業
と
い
っ
て
も
稲
作
主
体

と
酪
農
と
い
う
違
い
が
あ
る
が
、
学
ぶ
べ
き
点

は
多
い
。
単
一
の
市
町
村
で
は
で
き
る
こ
と
が

限
ら
れ
て
し
ま
う
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
わ
が

北
海
道
で
も
、
せ
め
て
釧
路
・
根
室
地
方
全
域

を
網
羅
し
た
担
い
手
対
策
が
必
要
で
は
な
い
だ

ろ
う
か
。
新
規
就
農
希
望
者
に
対
し
て
酪
農
の

み
な
ら
ず
、
畜
産
・
畑
作
・
園
芸
を
含
め
た
多

く
の
選
択
肢
を
提
供
す
べ
き
だ
し
、
そ
の
為
に

は
多
く
の
市
町
村
の
横
の
連
携
が
必
要
で
あ
る

と
感
じ
た
今
回
の
研
修
で
あ
っ
た
。

　
　
　
　
　
　
（
農
業
委
員　

佐
藤　
　

肇
）いしかわ農業総合支援機構での研修の様子

標茶町産業まつりの様子

標
茶
町
産
業
ま
つ
り
を
無
事
終
え
て

農
業
委
員
道
外
視
察
研
修
参
加
報
告



　

農
地
に
ソ
ー
ラ
ー
パ
ネ
ル
発
電
設
備
の
設
置

は
で
き
な
い
こ
と
は
ご
存
知
の
こ
と
と
思
い
ま

す
が
、
た
と
え
耕
作
し
て
い
な
い
部
分
と
い
え

ど
も
地
目
が
畑
・
牧
場
の
場
合
や
農
業
振
興
地

域
内
農
用
地
区
域
に
指
定
さ
れ
て
い
る
場
合

は
、
農
地
法
や
農
業
振
興
地
域
の
整
備
に
関
す

る
法
律
に
基
づ
く
手
続
き
が
必
要
に
な
る
場
合

が
あ
り
ま
す
。

　

設
置
を
検
討
す
る
際
、
そ
の
土
地
に
ど
の
よ

う
な
法
律
の
網
が
か
か
っ
て
い
る
の
か
、
今
一

度
ご
確
認
く
だ
さ
い
。

　

ご
相
談
は
、
農
業
委
員
会
・
役
場
農
林
課
に

て
承
り
ま
す
。
お
気
軽
に
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

　

４
月
１
日
付
で
事
務
局
職
員
に
異
動
が
あ
り

　

ま
し
た
。（　
　

）
内
は
前
職
名

　

●
任
用
す
る
職
員

　
　

振
興
係

　
　
　
　

高
　
橋
　
　
　
望

　
　
　
　
　
　
　
（
住
民
課
環
境
衛
生
係
）

　
　

農
地
係

　
　
　
　

湊
　
谷
　
省
　
吾

　
　
　
　
　
　
　
（
農
林
課
農
業
企
画
係
）

　

農
業
委
員
会
だ
よ
り
74
号
を
お
届
け
し
ま

す
。

　

今
年
は
昨
年
と
同
じ
天
候
を
期
待
し
つ
つ
、

春
の
作
業
の
開
始
予
定
で
し
た
が
、
低
温
・
雪

な
ど
で
作
業
開
始
が
大
幅
に
遅
れ
何
と
か
皆
さ

ん
努
力
さ
れ
ま
し
た
が
、
低
温
が
あ
ま
り
に
も

続
き
す
ぎ
牧
草
収
穫
も
苦
労
さ
れ
ま
し
た
。

　

一
番
草
は
全
体
と
し
て
収
穫
量
も
少
な
く
、

二
番
草
に
期
待
を
し
て
い
ま
し
た
が
、
７
月
後

半
か
ら
８
月
に
か
け
て
の
台
風
が
９
号
、11
号
、

７
号
、
10
号
と
順
番
が
異
な
り
な
が
ら
北
海
道

に
上
陸
し
、我
が
町
で
も
大
き
な
災
害
を
受
け
、

二
番
草
・
デ
ン
ト
コ
ー
ン
の
収
穫
に
甚
大
な
被

害
を
受
け
た
年
と
な
り
ま
し
た
。
自
然
災
害
に

は
勝
て
ま
せ
ん
が
、
皆
さ
ん
の
努
力
で
作
業
が

終
わ
り
ま
し
た
。し
か
し
、牧
草
や
デ
ン
ト
コ
ー

ン
は
量
・
質
に
不
安
が
残
り
ま
し
た
。

　

来
年
こ
そ
、
酪
農
・
畜
産
業
・
畑
作
全
て
に

と
っ
て
良
い
年
に
し
た
い
で
す
ね
。

　
　
　
　
　
　
（
広
報
委
員　

笛
木　

眞
一
） 
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編

集

後

記

編

集

後

記

皆
さ
ん 

よ
ろ
し
く
お
願
い
し
ま
す

ソ
ー
ラ
ー
パ
ネ
ル
発
電
設
備
を

検
討
さ
れ
て
い
る
方
へ

経
営
と
く
ら
し
を
応
援
！！

発
行
日　

毎
週
金
曜
日

購
読
料　

月
七
○
○
円

申
込
先　

農
業
委
員
会
事
務
局

全
国
農
業
新
聞

全
国
農
業
新
聞

全
国
農
業
新
聞

ー 農の雇用事業のご紹介 ー
一般社団法人　北海道農業会議では「農の雇用事業」を実施し年 6回希望者の募集を行っています。
○「農の雇用事業」とは
　農業法人・農業者・農業サービス事業体が、就農希望者を雇用して実施する農業生産技術や経営ノウハウ
　など就農に必要な技術を習得させるための研修（職場内研修）に対して、その研修経費の一部が助成され
　る事業です。
○助成額は？
　研修生一人当たり最大９７,０００円／月（最長２年間）
　（農業法人等が新規就業者（研修生）を新たに雇用し、就農に必要なノウハウ等を習得させるための職場内研修）
○９７,０００円の内訳として具体的に・・
　（ア）指導者が研修生に対して行う研修経費
　（イ）就農に必要な資格取得のための講習費、テキスト購入費、受験料
　（ウ）研修生が外部講師から指導を受けた際の謝金等
　（エ）研修実施や資格取得に必要な交通・宿泊費
　（オ）研修生を対象に加入する雇用保険料、労災保険料の事業主負担分
○詳しい説明・申請先は？
　（一社）北海道農業会議　水尻・乾　まで
　〒060-0005　札幌市中央区北５条西６丁目　道通ビル５階
　TEL　011-281-6761
○申請書類は「農の雇用事業」ホームページで入手できます。
　※検索エンジンで「農の雇用」と検索してください。


